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■ 知事道政執行方針

Ⅰ はじめに

道民の皆様、並びに道議会議員の皆様、私は、この４月の

知事選挙において、道民の皆様のご支持をいただき、北海道

知事として道政を担わせていただくことになりました。

我が国の経済や社会のあり様が大きく変化した平成から、

令和へと時代が移り、また、命名１５０年という大きな節目

を経た北海道は、人口減少・高齢化が進行し、海外との交流

が拡大する中にあって、未来への新たな道を自らの手で切り

拓いていくことが強く求められています。

そうした時代の転換点にあって、北海道の舵取りを担う知

事の使命は、これまで道民の皆様が育んできた有形･無形の

財産を大切に継承し､積極的にその価値を発揮させ､将来にわ

たって活力に満ちた北海道を創り上げていくことであると考

えています。

私は、全国唯一の財政再生団体である夕張市において、市
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民と共に厳しい状況に立ち向かい、前進してきた政治家とし

て、自ら北海道の先頭に立ち、道民の皆様の知恵と力を結集

して、本道の多様な魅力に更に磨きをかけ、直面する課題を

克服していく覚悟であります。

これまで培ってきた経験と持てる力の全てを注ぎ、道民の

皆様のため、そして、北海道・新時代の創造のため、全身全

霊を尽くしてまいります。

道議会議員の皆様には、共に道民の負託を受けた議員と知

事という相互の役割と立場を尊重しながら、互いに協力して、

道民の皆様の信頼と期待に応えてまいりたいと考えています

ので、ご協力とご助言を賜りますよう、心からお願い申し上

げます。
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Ⅱ 道政に臨む基本姿勢

ここに、４年間にわたって道政を担当するに当たり、私の

基本的な考え方を申し上げます。

人口減少が進行する中、北海道が持続的に発展していくた

めには、あらゆる分野にわたって、前例にとらわれない新た

な発想と行動が必要であると考えています。

一方、世界遺産・知床をはじめとする自然環境、アジアを

中心に人気が高まる食や観光、ウポポイのオープンを控えて

注目が集まるアイヌ文化など、本道の価値は、世界において

も特別な輝きを放っています。

私は、道民の皆様と力を合わせて本道の強みを最大限発揮

すれば、新たな時代に躍動する北海道を実現していくことが

できると確信しており、次に申し上げる３つの方針を基本に、

地域と一体となって道政を進めてまいります。



- 4 -

１ ピンチをチャンスに変える道政

１つ目は、「ピンチをチャンスに変える道政」です。

どのような逆境にあっても、ひるむことなく勇気を持って

挑戦し、全てを賭してその答えを見つけ出す、それが私の信

念であります。

人口減少対策・地域創生といった課題は、道内のみならず、

多くの地域が直面している問題であり、とりわけ全国を上回

るスピードで人口減少が進行している北海道が、先んじてこ

うした状況を克服し、これからの時代のあるべき姿を他の地

域に示すことは、本道の可能性を一層広げていくものと考え

ます。

これまでの道政の進め方の良いところは活かし、見直しが

必要であれば、大胆に転換して、その上で北海道を応援して

くださる多くの方々との連携の力で、逆境を乗り越える大き

なうねりを創り出し、「ピンチをチャンスに変える道政」を

進めてまいります。
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２ 新たな発想で攻める道政

２つ目は、「新たな発想で攻める道政」です。

社会の様々な分野での人工知能の活用・普及といった情報

技術の革新や、国境を越えて人・モノが行き交う国際化の進

展など、私たちを取り巻く社会情勢は、大きく変化し続けて

います。

これからも速度を上げていくであろう変化に適応すること

が、持続可能な北海道を築いていくために必要であり、常に

時代の先を意識した政策を立案し、勇気を持って大胆に展開

していかなければなりません。

道庁が積み上げてきた知識や経験、ネットワークを大切に

活かしつつ、これまでにない柔軟な発想を積極的に取り込み、

政策を実現する力を高め、「新たな発想で攻める道政」に取

り組んでまいります。



- 6 -

３ 地域とともに考え、行動する道政

３つ目は、「地域とともに考え、行動する道政」です。

豊かな自然環境や世界に誇る食といった本道の多様な魅力

は、地域の皆様が各地の優れた資源を掘り起こし、創意と工

夫で磨き上げることで生み出されたものです。

私たちの誇る北海道は、１７９市町村それぞれの輝きが連

なることで、世界に向けてまばゆい光を放っていますが、今

後の展開のためには、現状に満足することなく、不断の努力

を重ね、その価値を高めていくことが欠かせません。

また、広大な本道ではそれぞれの地域ごとに暮らしや産業

の状況が異なり、抱えている課題も様々です。

一つひとつの市町村の実情を踏まえ、将来にわたって地域

が一層輝き、躍動する北海道づくりに向けて、市町村の皆様

と一体となり、地域の潜在力を発揮させ、「地域とともに考

え、行動する道政」を展開してまいります。
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Ⅲ 政策展開の基本方向

次に、政策展開の基本方向について申し上げます。

私はこれから、新しい時代にふさわしい、活力に満ちた北

海道を築いていくに当たって、本道の可能性を発揮させるた

め、「豊かな地域」、「確かな未来」、そして「活力ある産

業」という三つの分野における「挑戦」を基本とし、政策を

展開してまいります。

１ 北海道への想いをつなげる豊かな地域づくりへの挑戦

一つ目は、豊かな地域づくりへの挑戦です。

＜一人ひとりの希望がかなう地域の創生＞

豊かな自然環境や安全・安心な食、地域に根ざした多様な

文化など、すばらしい資源に恵まれた北海道は、大きな潜在

力を有しています。

こうした優位性は、北海道に愛着を持ってくださる方に
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とって魅力的なものであり、新たに「ほっかいどう応援団会

議」を結成し、道や１７９市町村が取り組む地域創生プロジ

ェクトなどの情報を一元的に発信して、多くの方々から支援

をいただき、その推進を図ることで、本道の持つ可能性を発

揮してまいります。

本道の人口減少の進行と影響を緩和するためには、社会減

と自然減の両面での対策が必要です。

若者の地域への定着に向けた取組を進めるとともに、企業

と移住希望者のマッチングや創業支援など、東京圏からの

Ｕ・Ｉ・Ｊターンの促進や若年層を中心とした交流の場づく

りに取り組み、移住・定住の一層の推進を図ります。

また、地域の魅力にひかれ、様々な形で本道と関わってく

ださる方々は、北海道に活気をもたらしています。こうした

「関係人口」の一層の拡大に向け、市町村と連携し、本道の

豊かな生活環境を活かした取組を進めます。

さらに、少子化の流れを反転させ将来的な自然減の抑制を

図るため、結婚から子育てに至るそれぞれの方々の希望がか

なうよう、結婚に関する情報の発信をはじめ、安心して妊
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娠・出産できる医療体制の確保や、多子世帯の保育料の負担

軽減、共働き世帯の子育て支援の強化など、切れ目のない取

組を進めます。

人口減少問題に対応し、持続可能な地域づくりを図れるよ

う、道の体制を強化し、総合戦略の下、地域と連携して北海

道創生の取組を展開し、地域とともに考え、行動する道政を

実践してまいります。

＜健やかに暮らせる医療・福祉の充実＞

道民の皆様の健やかな暮らしを守るためには、医療･福祉

の充実を図るとともに、地域での支え合いの取組を広げてい

く必要があります。

このため、医師や看護師などの確保を図るとともに、医療

機関への支援を通じ将来的な地域医療のあるべき姿を見据え

た構想の推進を図ってまいります。

また、近年増加している来道外国人の方々への医療提供体

制の整備に取り組みます。
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誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括

ケアシステムの構築を図るとともに、介護従事者の確保や介

護ロボットの導入の支援を進めます。

さらに、障がいのある方々の一層の社会参加を促進すると

ともに、受動喫煙による健康被害の防止に向けた条例制定に

ついて検討を進めてまいります。

いたましい児童虐待の防止に向けて、関係機関と連携して

地域の見守り機能の充実を図ります。

また、飲酒運転の根絶や高齢者の交通事故防止、通学時の

安全確保に向けた対策を進めるとともに、特殊詐欺といった

犯罪などへの対処やあらゆる暴力の根絶に向け、警察活動の

体制の強化に取り組みます。

＜地域を支える交通体系の構築＞

高齢化や過疎化が進行し、ライフスタイルが変化する中で、

交通・物流ネットワークを確保するためには、行政や交通事

業者をはじめ関係者が一体となった取組が必要です。
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持続的な鉄道網の確立に向けては、ＪＲ北海道の徹底した

経営努力を前提としながら、国の実効ある支援とともに、地

域においても可能な限りの協力、支援を行うことが重要との

認識のもと、いかに道民の皆様の暮らしや物流を守っていく

かという観点で、将来の地域づくりを見据え、公共交通全体

を俯瞰した中で、鉄道が果たしていく役割を考えていくこと

が必要です。地域の皆様と丁ねいな議論を尽くしながら、関

係機関との検討・協議を早急に進めてまいります。

バス・タクシーなどの生活交通についてはその確保に努め、

物流については、将来のあり方や輸送の効率化に向けた検討

を関係機関と進めます。

観光振興をはじめ地域間交流の拡大に向けて道内外の航空

ネットワークの充実強化を図るとともに、道内７空港の一括

民間委託については、事業者の選定を受けて、北海道全体の

活性化につながるよう取組を進めます。

＜安全・安心で強靱な北海道づくり＞

近年、多発する自然災害から道民の皆様の生命や財産を守
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ることは道の最も重要な責務です。

北海道胆振東部地震災害からの一日も早い復旧・復興に向

け、地域の実情を踏まえ、関係団体との連携を強化して、暮

らしの再建や地域産業の振興などに全庁を挙げて取り組んで

まいります。

さらに、道路や河川など社会資本の整備を通じ、災害に強

い地域づくりを進めるとともに、適切な維持管理や長寿命化

を図り、本道の強靭化を推進します。

総合的な地域防災力の強化に向け、関係機関と連携し、防

災・避難訓練の充実や、災害時における情報伝達・避難誘導

の体制づくりに取り組みます。

また、「世界津波の日」高校生サミットの開催を通じ、若

者をはじめとする道民の皆様の防災意識の向上を図ります。

原子力発電所については、安全性が確保されることが大前

提であり、原子力規制委員会における厳正な審査・確認が不

可欠です。
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引き続き様々な想定のもとでの防災訓練の実施や避難路の

整備、環境モニタリングの充実など、原子力防災体制の強化

に努めます。

＜北方領土問題の早期解決に向けた取組の推進＞

北方領土問題については、関係団体の方々と一体となって、

一日も早い返還が実現されるよう強く国に働きかけてまいり

ます。

世論喚起に向けた一層の啓発活動や今後の返還運動を担う

後継者の育成に努めるほか、北方四島との交流や隣接地域の

振興に取り組みます。

２ 多様性と可能性を活かした確かな未来づくりへの挑戦

二つ目は、確かな未来づくりへの挑戦です。

＜地域と産業をけん引する人づくり＞

社会・経済環境が大きく変化する中、本道の未来を確かな

ものとしていくためには、道内それぞれの地域や様々な産業
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分野において、次の時代を担う人づくりが重要です。

将来の本道の発展に向けて、多様な分野と地域でそのリー

ダーとなる広い視野と挑戦への意欲を備えた人材が道内から

生まれるよう、志を持った方々が研鑽し、切磋琢磨する場づ

くりの検討を進めます。

また、世界での活躍や新たな価値の創出などを目指す若者

の成長と一層の飛躍を、民間企業などとの協働により支援し

ます。

近年深刻化する人手不足に対応するため、多様な人材の活

用促進や学生と道内企業とのマッチングに取り組むほか、企

業における就業環境の改善を支援します。

農林水産業への新規就業者の拡大・定着に向け、必要とな

る技術の習得を支援するほか、農業・水産業に続き、本道林

業を担う人材の育成に向けた「北の森づくり専門学院」の開

校準備に取り組んでまいります。

新たな在留資格の創設により、外国人材の増加が見込まれ
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る中、地域における円滑な受入体制など外国人に選ばれ、安

心して働き、暮らすことができる環境の整備が急務となって

います。

このため、事業者や雇用される方々、地域の皆様による協

議を通じ、共生の促進に向けた取組を進め、また、生活や就

労に関するワンストップの相談体制を整備するとともに、外

国人材の活用に関する道内企業などの支援を強化してまいり

ます。

＜将来を担う子どもたちの成長を支える教育環境の充実＞

本道の教育に関する基本理念や方針を示す総合教育大綱の

下、社会で活躍する人づくりなどを進めるとともに、経済的

に厳しい環境にある若者の修学支援に向けた検討やいじめな

どの未然防止・早期発見に取り組みます。

また、国際交流の拡大など道立学校における特色ある教育

活動が展開されるよう、ふるさと納税制度なども活用し、学

びの環境の充実を図ってまいります。
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＜彩り豊かな文化・芸術・スポーツの振興＞

このたび制定されたアイヌの人たちを「先住民族」と位置

付ける法律を踏まえ、新たな推進方策の検討を進め、社会

的･経済的な地位の向上と、民族としての誇りが尊重される

社会の実現に向け、総合的なアイヌ政策を推進します。

来年４月のウポポイ開設に向けて、教育旅行の誘致など積

極的なＰＲに取り組むとともに、交通アクセスの改善など周

辺環境の整備を進めます。

また、北東北３県と連携し、縄文遺跡群の世界遺産登録の

実現に向けて取り組みます。

より多くの方々に本道の文化を楽しんでもらうため、道内

美術館などの収蔵作品の公開手法の拡大に向けて検討を進め

るほか、道内の観光拠点でもある赤れんが庁舎について、バ

リアフリー化などを含む改修事業に着手します。

このたび、「炭鉄港」が日本遺産に認定されたところであ

り、道内各地の地域資源の保存や活用を通じ、地域の観光振

興などにつなげてまいります。
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来年に迫った東京オリンピック・パラリンピックに向けて

道内での機運醸成を図ります。また、スポーツが持っている

様々な魅力や効果を地域の振興に活かすため、各地への大会

や合宿の誘致に取り組むとともに、道民の健康づくりや本道

出身のアスリートの育成、障がいのある方々がスポーツに親

しむ環境の整備を進めます。

さらに、環境の分野では、利活用も含めたエゾシカ対策の

推進を図るとともに、知床世界遺産をはじめとする本道の自

然環境の継承のほか、厚岸道立自然公園の国定公園化に取り

組んでまいります。

３ 地域と未来を支える活力ある産業づくりへの挑戦

三つ目は、活力ある産業づくりへの挑戦です。

＜食と観光の魅力を最大化する北海道ブランドの充実＞

人口減少が進む中、本道経済が力強く発展していくために

は、海外の成長力の取り込みに向けて、道産食品の輸出拡大

や外国人観光客の誘致を加速していくことが重要です。
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中国やＡＳＥＡＮ、ロシアなどとの幅広い交流を促進しな

がら、海外拠点などを活用し販路拡大や投資の呼び込みに努

めるとともに、地理的表示保護制度の活用など道産食品のブ

ランド化を促進し、道産食品の価値を一層高め、食関連産業

の振興を図ります。

観光については、本年開催されるラグビーワールドカップ

やＧ２０観光大臣会合における情報発信に取り組むとともに、

海外でのトップセールスをはじめとする積極的な誘客の取組

を展開します。

アウトドアや自然、文化の体験活動を楽しむアドベン

チャートラベルやサイクルツーリズムといった多様化する観

光ニーズに対応するため、受入体制の整備などを進めます。

会議や宿泊施設など多様な集客機能を併せ持つ統合型リ

ゾートについては、懸念される諸課題を含め、まずは、正確

な情報発信に努め、道民の皆様の目線を大切に判断してまい

ります。

また、観光人材の育成・確保や観光情報の発信の充実など

観光振興に資する財源の確保については、宿泊者の負担など
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の課題を踏まえながら対応を整理し、質の高い観光地づくり

を目指してまいります。

＜魅力ある力強い農林水産業の振興＞

農林水産業は、本道を支える基幹産業であり、ＴＰＰ１１

や日ＥＵ・ＥＰＡをはじめ、いかなる国際環境下においても、

再生産可能となり、持続的に発展していけるよう、その体質

強化や付加価値の向上などを図っていく必要があります。

需要に応じた食料の安定供給や美しい農村景観の形成とい

った多面的な機能を発揮し、魅力的で競争力のある農業を推

進するため、生産基盤の計画的な整備や、先端技術を活用し

たスマート農業の導入促進を図るとともに、技術開発による

品質向上や国内外における販売促進に取り組みます。

道産水産物の安定供給や消費拡大のため、秋サケ、コンブ

の資源回復など栽培漁業の推進や水産資源の適切な管理に努

めるとともに、近年漁獲量が増加している魚種の有効活用を

目指し、商品開発や販路拡大に取り組みます。

また、課題となっている噴火湾における養殖ホタテガイの
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生産安定化対策を進めてまいります。

森林資源の循環利用の推進に向け、森林環境譲与税を活用

し、市町村の取組を支援しながら、伐採後の着実な植林や間

伐などを進めるとともに、道産材の新たな需要の創出などに

取り組みます。

さらに、昨年策定した「植樹の日・育樹の日」の普及・

ＰＲなどにより森林づくりの機運醸成を図ってまいります。

＜優位性や独自性を活かした経済・産業の活性化＞

本道経済の発展のためには、成長が期待される産業の創出

とともに、地域の活力を支える企業などの支援が必要です。

ロケット打上げや衛星データビジネスをはじめ宇宙産業の

育成に向け、地域などと連携して支援します。また、テスト

コースが多数存在する強みを活かし、寒冷地における自動走

行実証実験の誘致に取り組みます。

本道の食関連産業の競争力を高めるため、先端技術の開



- 21 -

発・導入を進めるとともに、健康長寿産業の振興を図ります。

中小企業・小規模事業者の生産性向上や経営体質の強化に

向け、ＩＴやキャッシュレスの導入の促進を図るほか、製品

開発や販路拡大、事業承継の支援を行います。

経済と暮らしの基盤であるエネルギーの安定供給に向けて、

本道にふさわしいその可能性について検討を進めるとともに、

新エネルギーの導入拡大やエネルギーの地産地消を推進しま

す。

＜北海道創生に向けた市町村とのスクラム強化＞

人口減少や安全・安心の確保、情報化・国際化への対応な

どが求められる中、活力ある北海道を実現するためには、道

と市町村が課題の認識を共有しながら、地域にとって最善の

解決策を見い出し、連携して地域づくりを進めていくことが

重要です。

このため、道と市町村が地域の課題について率直に意見を

交わし、取り組むべき政策の方向性を共にした上で、地域創
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生に向けたプロジェクトを一体となって推進してまいります。

＜政策推進のための骨太で筋肉質な道の体制づくり＞

これまで申し上げた重点政策が、地域の創生に向けて効果

を上げるためには、道の政策実行力やネットワーク力を高め、

最大限発揮させることが必要です。

行財政改革と政策の実現力の強化に取り組み、道政の推進

基盤の確立を図るとともに、道が有するあらゆる分野の政策

ツールを総動員し、多くの方々の知恵と力を結集して、オー

ル北海道で道民目線に立った政策を展開してまいります。
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Ⅳ むすび

以上、道政執行に臨む私の所信の一端を述べさせていただ

きました。

私は、我が国唯一の財政再生団体である夕張市で、厳しい

状況に立ち向かい、未来への展望を取り戻すため、市民の皆

様とともに奮闘してきました。

振り返れば、１２年前に北海道にやってきた私を、夕張市

民、そして道民の皆様は温かく迎えていただき、市長として

も、時には厳しい叱咤を、時には心に響く激励をいただいた

ことは、私が、前進し続けていく情熱の源となっています。

この４月、知事の当選証書をいただいて赤れんが庁舎を出

ると、そこには多くの道民の皆様や海外からの観光客の皆様

が、笑顔で語り合い、行き交って、賑わう光景が広がってい

ました。

その向こうにはまっすぐ道路が伸びていますが、更に先に

は、北海道庁長官を務めた永山武四郎の邸宅があります。
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鹿児島県生まれの永山武四郎は「北海道の土になる」覚悟

で、精力的に北海道の基盤づくりに汗を流しました。

今の繁栄は、この北の地で、日々、額に汗し、農地を耕し、

道を開き、子を育て、暮らしを支えてきた、そうした多くの

方々がおられたからこそ、享受できるものです。

一人ひとりの力は限りがあっても、夢を共にし、思いをつ

なげ、力を合わせることで、時代、社会を変える大きな力を

生み出すことができる、私はそう思います。

かつて、この大地で生きた方々の思いを受け継ぎ、その上

で、地域への情熱をもって北海道を愛する方々とともに、今

を生きる道民の皆様のために活力に満ちた北海道を必ず実現

するとの決意で道政に取り組んでまいります。

道民の皆様、そして道議会議員の皆様のご理解とご協力を

心からお願い申し上げます。


